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第 ８ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和７年８月１８日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1岡安 俊也・ 2川邊 千秋・ 3北澤 奈帆美・ 4田村 明  

           5前川 洋子・ 8喜多 義幸・ 9木下 伸裕 ・10小粥 文夫 

          12藤田 直樹・13丸山 耕一・19太田 義政 ・21坂野 大徹 

以上１２名 

 

欠 席 委 員  11清水 喜代己・23水谷 隆 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  辻岡事務局長・加賀次長・和田主査 

 

総 合 支 所  河芸 ：本郷担当副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 

          美里 ：谷川担当主幹  安濃：江副担当副主幹 

          香良洲：柴山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  13丸山 耕一・21坂野 大徹 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第７号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による意見書の 

       提出について（賃貸借権、使用貸借）＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第８回第１農地部会を開催いたします。 

       本日の欠席は１１番 清水 喜代己委員、２３番 水谷 隆委員の２名で、

出席委員は１２名でございます。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。１３番 丸

山 耕一委員、２１番 坂野 大徹委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは初めに、会長先決の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正をお

願いいたします。 

       議案書の２４ページ、議案第２号 番号１、土地の登記面積につきまして、

「４４２．９２㎡」を「４４２㎡」に訂正をお願いいたします。また、この変

更に伴い、２４ページの下の合計欄について、「計１，０７４．９２㎡」を「１，

０７４㎡」に、そして「畑６９５．９２㎡」を「６９５㎡」に訂正をお願いい

たします。 

 

       つづいて、令和７年８月の津市農用地利用集積等促進計画、１ページの番号

８、４ページの番号１９、これらの案件につきましては削除をお願いいたしま

す。また、これらの削除に伴い、９ページの下の合計欄について、「合計９０

筆」を「８８筆」に、「計１２９，１７２㎡」を「計１２５，２８０㎡」に、

そして「田１２５，４４１㎡」を「１２１，５４９㎡」に訂正をお願いいたし

ます。 

       訂正は以上になります。 

                                          

       それでは、議案書の１ページをお願いいたします。            

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       番号１から７で、件数は７件、合計面積は７，７７４㎡で、すべて田でござ

います。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。                        

                                    

       ２ページから１６ページをお願いいたします。             

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１９で、件数は１９件、合計面積は１００,２８４．０５㎡で、そ

の内訳は田が７６,５０１．７２㎡、畑が２３,７８２．３３㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。           

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。               

                                          

       １７ページをお願いします。                       

       報告第３号 時効取得による所有権の移転について、でございます。     

       番号１ 権利者     、申請地は田で、取得年月日は平成９年９月２８ 
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      日でございます。                              

       以上、件数は１件、合計面積は３７２㎡で、すべて田でございます。     

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所

有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。   

       

       １８ページをお願いします。                      

       報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ 

  います。 

  番号１ 住宅用敷地                           

  以上、件数は１件、合計面積は７８２㎡で、すべて畑でございます。  

 

       １９ページから２０ページをお願いします。                

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）、でございます。                            

  番号１ 居宅の建設                           

  番号２ 車両置場                            

  番号３ 長屋住宅新築                          

  番号４ 駐車場用地                           

  番号５ 宅地造成（一般住宅）                      

  番号６ 長屋住宅新築                          

  番号７ 一般住宅                            

  番号８ 資材置場用地                          

  以上、件数は８件、合計面積は７,６４４㎡で、その内訳は田が７，０８２㎡、 

畑が２９３㎡、その他が２６９㎡でございます。   

 

  ２１ページをお願いします。                       

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）、でございます。                            

       番号１ 駐車場用地                            

       以上、件数は１件、合計面積は９５５㎡で、すべて田でございます。  

 

       ２２ページをお願いします。                       

       報告第７号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。     

       番号１     、主たる耕作物 米・さつまいも・小麦・季節野菜・マイ

クログリーン、耕作面積 田で０．４３ha、畑で０．２５ha、合計０．６８ha。                              

 

       番号２     、主たる耕作物 サカキ、耕作面積 田で４０．００ha、

畑で４８．００ha、合計８８．００ha。 

以上、件数は１件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のす 

べてを満たしております。 

報告案件は以上です。                           

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。                    
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       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案事項の説明をさせていただきます。 

       ２３ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 一身田、申請地 一身田大古曽出口    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ９６９㎡ 外１筆、合計面積 １，６９８㎡、受人  

   、面積 ９，６４７㎡、渡人     。 

       譲受理由は相手方の要望のため、譲渡理由は高齢化による労力不足のためで

す。 

 

       番号２、地区 櫛形、申請地 産品産ヶ塚    、登記地目 田、現況地

目 畑、面積 ８３６㎡、受人     、面積 ７，５４０㎡、渡人   

  。 

       譲受理由は営農拡大のため、譲渡理由は営農縮小のためです。 

 

       番号 3、地区 明、申請地 芸濃町忍田村ノ内    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ９．９１㎡ 外２筆、合計面積 ２５３．９１㎡、受人   

  、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は新規営農のため、譲渡理由は労力不足のためです。 

       以上、件数は３件、合計面積は２，７８７．９１㎡で、全て田でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。８月８日に、地元の推進委員さんと現地確認を行いました。

事務局の説明のとおりで問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 櫛形、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。地元の推進委員さんと連絡を取り、特に問題ありませんの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 明、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。８月８日に推進委員さんと現地を確認いたしま

したところ、特に問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１から番号３について、地元委員さんから異議なしということでござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第１号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 大里、申請地 大里窪田町東鳶    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４４２㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農家住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 一身田、申請地 一身田大古曽桜本    、登記地目 田、

現況地目 公衆用道路、面積 ６４㎡ 外１筆、合計面積 １１８㎡、申請者

     。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。昭和６０年２月

頃から自宅への進入路として利用していた旨の始末書の提出がありますことか

ら、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 黒田、申請地 河芸町赤部北浦    、登記地目 畑、現

況地目 山林、面積 ３９㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。平成元年頃に植樹をし

た旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 黒田、申請地 河芸町赤部中ノ谷    、登記地目 田、

現況地目 山林、面積 ２６１㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。平成元年頃に植樹をし

た旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本新町    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ２１４㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。昭和４６

年頃に家屋を建築した旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しよ

うとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は５件、面積は１，０７４㎡で、このうち田が３７９㎡、畑が６

９５㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６号各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 大里、お願いします。 

 

岡安委員   １番、岡安です。何ら問題はございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。こちらの案件を８月８日に、地元の推進委員と現地確認を

行いました。事務局の説明どおりで問題ありませんので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   番号３と４、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。番号３、番号４と別に問題ございませんので、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長   番号５、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。この案件につきましても、８月８日に現地確認

をいたしまして、事務局の説明のとおり、何ら問題ございません。よろしくお

願いします。 

 

議  長   番号１から番号５について、地元委員さんから異議のない旨の発言でござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第２号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２５ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、でございます。 

       番号１、地区 安東、申請地 安東町神ノ木    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ２２５㎡ 外２筆、合計面積 ７２５㎡、受人     、渡

人      外２名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は３５１．２９㎡、パネル設置率は４８．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 安東、申請地 安東町神ノ木    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ５８５㎡ 外１筆、合計面積 １，１０７㎡、受人     、

渡人      外１名。 
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       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は４９５．９４㎡、パネル設置率は４４．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 高野尾、申請地 高野尾町鯛本    、登記地目 田、現

況地目 雑種地、面積 ４９㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。令和５

年７月の農地転用の許可後に太陽光発電施設を設置したが、申請地の申請が漏

れていた旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするもの

です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 栗真、申請地 栗真小川町大門    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ７６０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は３４５．９㎡、パネル設置率は４５．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 一身田、申請地 一身田豊野よノ坪    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ２３５㎡ 外３筆、合計面積 １，３３５㎡、受人  

   、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は３８５．７８㎡、パネル設置率は２８．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       ２６ページをお願いいたします。 

       番号６、地区 黒田、申請地 河芸町北黒田宗田    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ７６４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は３４０．５６㎡、パネル設置率は４４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号７、地区 黒田、申請地 河芸町北黒田宗田    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ８０７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は３７１．５２㎡、パネル設置率は４６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号８、地区 明、申請地 芸濃町忍田村ノ内    、登記地目 畑、現

況地目 雑種地、面積 ６９㎡ 外３筆、合計面積 ２４０㎡、受人    

 、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路及び庭用地とするものです。昭和

５５年に家を建てた際、進入路と駐車場として利用していた旨の始末書の提出

がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号９、地区 明、申請地 芸濃町忍田松山    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ３１３㎡ 外１筆、合計面積 ４９８㎡、受人     、渡

人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本南山ノ花    、登記地目・

現況地目とも田、面積 ２，０１２㎡ 外２筆、合計面積 ４，００５㎡、受

人     、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を宅地分譲用地とするものです。許可証の交付

につきましては、都市計画法第２９条との同時許可となります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       ２７ページをお願いいたします。 

       番号１１、地区 安濃、申請地 安濃町内多宮ノ裏    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ３０８㎡ 外２筆、合計面積 ５１５㎡、受人    

 、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場及び駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 村主、申請地 安濃町前野里    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４２９㎡ 外１筆、合計面積 ６２８㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

接地面積は２９９．２８㎡、パネル設置率は４７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１２件、合計面積は１１，４３３㎡で、このうち田が８，２３

５㎡、畑が３，１９８㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、２、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２番、川邊でございます。８日に地元の推進委員と私と事務局と現地確認を

行いました。この場所は、    地区のちょうど    の隣でございます。

そのために、その業者もここへ来ており、雑草の管理について依頼しました。

この場所としては問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号３、地区 高野尾、お願いします。 

 

岡安委員   １番の岡安です。何ら問題はございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号４、地区 栗真、お願いします。 
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坂野委員   ２１番、坂野です。調査当日、都合が悪くて、前もって見てきました。当日

は地元推進委員に見てもらいましたけれども、問題ないということでお願いし

ます。 

 

議  長   番号５、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番、田村です。８月８日に、地元推進委員と現地確認を行いました。事務

局説明のとおりで、何ら問題はありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号６と７、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。番号６、番号７と推進委員と現場を見ましたが、何ら問題

ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号８と９、地区 明、番号１０、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。全て、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長   番号１１、地区 安濃、お願いします。 

 

藤田委員   １２番、藤田です。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１２、地区 村主、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山です。現地確認の結果、特に問題となる点は認められませんで

した。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１から番号１２について、地元委員さんから異議なしということでござ

いました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第３号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸

借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）、でございます。 

       番号１、地区 安西、申請地 芸濃町岡本東川原    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，７７８㎡ 外１筆、合計面積 ２，５９４㎡、借人  

   、貸人      外 1名。 

       これにつきましては、申請地を８か月間、砂利採取用地として一時転用する

ものです。 
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       農地区分は、農用地区域内農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本下モ田    、登記地目 畑、

現況地目 雑種地、面積 １，１５７㎡、借人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を１年間、事業車両転回地、駐車場、資材置場

用地として一時転用するものです。令和６年３月頃から車両転回地等に転用し

た旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件、合計面積は３，７５１㎡で、このうち田が２，５９４㎡

で、畑が１，１５７㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 安西、お願いします。 

 

木下委員   ９番、木下です。８月８日、現地確認をしまして、問題なしです。よろしく

お願いいたします。 

 

議  長   番号２、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥です。８月８日、現地確認をして、異議のないことを認めます。 

        

議  長   ありがとうございました。 

       番号１と番号２について、地元委員さんから異議のない旨の発言がございま

した。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第４号について許可をすることに決定いた

します。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２９ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）、でございます。 

       番号１、地区 神戸、申請地 神戸大木    、登記地目・現況地目とも

田、面積 ４５㎡ 外２筆、合計面積 ３４１㎡、借人     、貸人  

   。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本響野    、登記地目 畑、現

況地目 雑種地、面積 ６３４㎡、借人     、貸人     。 
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       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。平成１６

年頃から一般個人住宅用地として利用していた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は９７５㎡で、このうち田が４５㎡、畑が９３

０㎡でございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 神戸、お願いします。 

 

前川委員   ５番、前川です。８月８日に現地確認をいたしまして、地元の推進委員さん

も問題ないということですので、事務局の説明どおり特に問題ないと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 椋本、お願いします。 

 

小粥委員   １０番、小粥でございます。８月８日、現地確認をしたところ、特に何も問

題ありません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１と番号２について、地元委員さんから異議なしということでございま

した。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第６号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ３０ページをお願いいたします。 

       議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

       番号１、地区 村主、願出者     、対象地 安濃町今徳西前野   

 、登記地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２１１㎡。 

       これにつきましては、平成４年１０月２８日撮影の空中写真撮影記録証明書

により、対象地に昭和５０年頃から、前所有者が自身の事業に利用するために

倉庫を建築し、現在に至ることが確認できることから、対象地は農地以外の用

に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領第３

条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差

し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 
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       番号１、地区 村主、お願いします。 

 

丸山委員   １３番、丸山でございます。現地調査の結果、特に異議を認める点はござい

ませんでした。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       番号１について、地元委員さんから異議なしということでございます。皆さ

ん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第６号については証明することといたしま

す。 

       次に、議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の

規定による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、事務局の説明お願

いいたします。 

 

事 務 局   議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定に

よる意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）でございます。 

       ９ページをお願いいたします。 

       件数は５２件、合計面積は１２５，２８０㎡で、このうち田が１２１，５４

９㎡で、畑が３，７３１㎡でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地であ

るときは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。 

       農業委員会は、賃借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農

作業常時従事要件」、「農地所有適格法人であるか等」の要件を満たしている

かを確認し、意見書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを

確認し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たして

いると考えます。 

       また、今回の促進計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、

ご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件について、その案件からご審議をお願いいたします。 

       整理番号４と５についてです。 

           委員、一時退室をお願いいたします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 
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議  長   この件についていかがでしょうか。 

整理番号４、５、該当Ｐ１ 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

いたします。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       これら案件につきまして適正であると認め、農地中間管理機構に意見書とし

て提出することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

       これをもって、第８回第１農地部会を終了いたします。 

 

                                午前１０時４０分 

  令和７年８月１８日 

 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


